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普通徴収の納期と納入方法

保険料の納め方

保険料の納付が遅れると

介護報酬改定に伴う措置 平成22年度の介護保険料

納　期 納　期　限 納　期 納　期　限

第１期 平成22年８月２日 第５期 平成22年11月30日

第２期 平成22年８月31日 第６期 平成22年12月27日

第３期 平成22年９月30日 第７期 平成23年１月31日

第４期 平成22年11月１日 第８期 平成23年２月28日

　皆さんに納めていただく介護保険料は、土浦市の介護保険を運営するための大切な財源と

なります。介護サービスが充分に整えられるように、そして介護が必要となったときには、

誰もが安心して介護サービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

高齢福祉課介護管理係（826-1111　内線2462）

所得段階 対　象　者 保険料（年額）

第１段階
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課
税の方、生活保護を受けている方

１万8200円

第２段階
市民税非課税（世帯全員）で、前年の合計所得金
額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

１万8200円

第３段階
市民税非課税（世帯全員）で、第 1 段階、第 2
段階以外の方

３万4200円

第４段階
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計
が80万円以下の市民税非課税（本人）で、同じ
世帯に市民税課税者がいる方

４万1000円

第５段階
市民税非課税（本人）で、同じ世帯に市民税課
税者がいる第４段階以外の方

４万5600円

第６段階 市民税課税（合計所得125万円未満）の方 ５万2400円

第７段階 市民税課税（合計所得125万円以上200万円未満）の方 ５万7000円

第８段階 市民税課税（合計所得200万円以上500万円未満）の方 ６万8400円

第９段階 市民税課税（合計所得500万円以上）の方 ８万2000円

　介護従事者の処遇改善のために、平成21年

度から介護報酬が３％引き上げられました。

　引き上げに伴う介護保険料の値上げを抑

制するために、平成21年度分の介護保険料

は介護報酬の増額分の全額、平成22年度分

は増額分の２分の１が、国から特例交付金

として助成されています。

納期限内に指定の金融機関、郵便局、コンビニエン

スストア、市役所または各支所・出張所で納付して

ください。

便利な口座振替をおすすめします。希望される方は、

次の場所で申し込んでください。（普通徴収のみ）

　・納税課、各支所・出張所

　・指定金融機関またはゆうちょ銀行

　特別な事情がないのに介護保険料を一定

の期間滞納した場合は、介護サービスを利

用するときの保険給付の支払方法の変更や

保険給付の全部または一部の支払いの一時

差し止め、保険給付額の減額などの保険給

付の制限を受けることがあります。

　65歳以上の方の介護保険料の納め方は２種類（特別徴収・普通徴収）あり、受給している年金の額によって納付

の方法が異なります。（年金を受給されていない方は、すべて普通徴収となります）

あ
な
た
の
年
金
は
い
く
ら
で
す
か
？

年金の支給月（年６回：４月から翌年２月までの偶数月）に、

介護保険料があらかじめ引き落としされます。

特別徴収といいます。

市から送付される納付書で、介護保険料を土浦市に個別に

納めます。

普通徴収といいます。

年金額が

年額18万円

（月額１万５千円）

以上

年金額が

年額18万円

（月額１万５千円）

未満

※年度途中の転入者や65歳到達者は、特別徴収が開始となるまでの

間は、市から送付される納付書で納めていただきます。

◎特別徴収の方には、「介護保険料額決定通知書」（はがき）を

　普通徴収の方には、｢納入通知書｣（封書）を
７月中旬に発送します。

※納期・納期限・納付方法は、介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料とも同じです。

介護保険料の納入について介護保険料の納入について介護保険料の納入について
65歳以上の皆さんへ

→

→

問


